
目
　
　
次

�

ペ
ー
ジ

告

示

〇
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定�

（
税　

務　

課
）　
　

一

〇
救
急
医
療
機
関
の
認
定�

（
医
療
政
策
課
）　
　

一

〇
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
廃
止
の
届
出�

（
障
害
福
祉
課
）　
　

一

〇
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
の
届
出�

（
農
村
振
興
課
）　
　

二

〇
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
の
許
可�

（
水
産
業
振
興
課
）　
　

二

〇
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
の
廃
止
の
届
出�

（　
　

同　
　

）　
　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更�

（
森
林
整
備
課
）　
　

二

〇
道
路
の
区
域
変
更�
（
道　

路　

課
）　
　

三

〇
海
岸
保
全
区
域
の
変
更�
（
河　

川　

課
）　
　

三

〇
河
川
予
定
地
の
指
定�

（　
　

同　
　

）　
　

五

〇
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
二
件
）�

（
都
市
計
画
課
）　
　

五

〇
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可�

（
東
部
地
方
振
興
事
務
所
）　
　

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
の
就
任�

五

〇
宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者
の
指
定�

六

公
安
委
員
会

〇
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱�

六

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
八
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
代
理
納

付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

ト
ヨ
タ
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社　

愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
牛
島
町
六
番
一
号

　
　

株
式
会
社
七
十
七
カ
ー
ド　
　
　
　

仙
台
市
宮
城
野
区
榴
岡
二
丁
目
四
番
二
十
二
号

二　

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
の
種
類

　
　

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
宮
城
寄
附
金
に
限
る
。）

三　

指
定
期
間

　
　

令
和
二
年
三
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
七
十
九
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

独
立
行
政
法
人
地
域
医

療
機
能
推
進
機
構

仙
台
南
病
院

仙
台
市
太
白
区
中
田
町
字
前
沖

百
四
十
三
番
地

令
和
二
年
四
月
一
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日

独
立
行
政
法
人
地
域
医

療
機
能
推
進
機
構

仙
台
病
院

仙
台
市
青
葉
区
堤
町
三
丁
目
十

六
番
一
号

令
和
二
年
四
月
一
日

令
和
五
年
三
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

発　　　　行
宮 城 県
（総務部県政情報・文書課）
宮城県仙台市青葉区
本町三丁目８番１号
電話�022（211）2267
（毎週火，金曜日発行）
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〇
四
一
〇
二
一
〇
三
一
四

m
anaby

石
巻
駅
前
事

業
所
石
巻
市
清
水
町
一
丁
目

一

－

二

就
労
移
行
支
援

エ
ス
ア
ン
ド
ウ

ィ
ン
グ
ス
株
式

会
社

令
和
二
年
三
月

三
十
一
日

〇
四
一
二
六
〇
〇
〇
二
五

多
機
能
サ
ポ
ー
ト
ラ
ン

ド
さ
わ
お
と
の
森

宮
城
郡
利
府
町
沢
乙
字

欠
下
東
十
八

－

二

重
度
訪
問
介
護

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
さ
わ
お
と
の

森

令
和
二
年
三
月

三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
桃
生
郡
北
上
村
大
沼
土
地
改
良
区
清
算
人
の
退
任
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

退
任
し
た
者

退
任
年
月
日

氏　
　
　

名

住　
　
　
　
　
　
　
　
　

所

役
職
名

令
和
二
年
三
月
二
十
四
日

嶋

津

行

也

仙
台
市
若
林
区
若
林
一
丁
目
十
三
番
三
十

四
号

清
算
人

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
二
号

　

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売

市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
を
許
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

卸
売
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

み
な
と
塩
釜
魚
市
場
株
式
会
社

　
　

代
表
取
締
役　

志
賀　

直
哉

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
三
番
一
号

二　

卸
売
業
務
を
許
可
し
た
市
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
取
扱
品
目
の
部
類

　
　

地
方
卸
売
市
場
塩
釜
市
魚
市
場　

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
三
番
一
号

　
　

水
産
物
部

三　

許
可
年
月
日

　
　

令
和
二
年
三
月
二
十
六
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
三
号

　

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
卸
売
業
者
か
ら
、

次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
に
お
け
る
卸
売
業
務
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

卸
売
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
事
務
所
の
所
在
地

　
　

株
式
会
社
塩
釜
魚
市
場

　
　

代
表
取
締
役　

志
賀　

直
哉

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
三
番
一
号

　
　

塩
釜
地
区
機
船
漁
業
協
同
組
合

　
　

代
表
理
事
組
合
長　

佐
藤　

晴
一

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
三
番
一
号

二　

卸
売
業
務
を
廃
止
し
た
市
場
の
名
称
、
所
在
地
及
び
取
扱
品
目
の
部
類

　
　

地
方
卸
売
市
場
塩
釜
市
魚
市
場　

　
　

塩
竈
市
新
浜
町
一
丁
目
十
三
番
一
号

　
　

水
産
物
部

三　

廃
止
年
月
日

　
　

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　

⑵�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

第92号　令和２年４月３日　金曜日 （2）宮　　城　　県　　公　　報



二
１　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　

２　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　
　

魚
つ
き

　

３　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　
　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　
　

⑴　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　
　

⑵　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

　
　
　

⑶�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林

整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　
　

⑷　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
南
三
陸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
四
月
三
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
北
部
土
木
事

務
所
栗
原
地
域
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

一
般
国
道

二　

路　

線　

名　

三
九
八
号

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

栗
原
市
志
波
姫
伊
豆
野
蓮
沼
前
一
七
番
一
地
先
か

ら同
市
志
波
姫
芝
の
脇
南
五
〇
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
〇
～

�

一
四
・
五

一
三
七
・
四

後

一
〇
・
六
～

�

二
〇
・
五

一
三
七
・
四

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
六
号

　

海
岸
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
昭
和
四
十
八
年
宮
城
県
告
示
第
千
三

十
一
号
で
指
定
し
た
海
岸
保
全
区
域
を
、
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
庁
（
土
木
部
河
川
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

海

岸

の

名

称

指　
　
　

定　
　
　

区　
　
　

域

大
分
類

中
分
類

小
分
類

三
陸
南
沿

岸

志
津
川
海

岸

波
伝
谷
地

区
海
岸

基
点
Ａ
点�　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
坂
本
六
十
三
番
一
地
先
の
北
緯

三
八
度
三
八
分
四
二
秒
三
四
八
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分
三

四
秒
二
三
七
二
の
地
点

基
点
Ｂ
点�　

本
吉
郡
南
三
陸
町
戸
倉
字
合
羽
沢
四
十
七
番
二
地
先
の
北

緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
一
七
八
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
一
秒
六
一
二
四
の
地
点

ア
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
四
三
〇
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
四
秒
五
六
五
七
の
地
点

イ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
三
三
五
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
五
秒
二
二
〇
八
の
地
点

ウ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
四
一
四
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
二
四
八
一
の
地
点

エ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
五
八
〇
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
六
三
二
五
の
地
点

オ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
九
四
五
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
九
一
八
五
の
地
点

カ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
一
九
九
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
六
秒
九
五
七
七
の
地
点

キ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
四
一
三
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
四
七
五
五
の
地
点

ク
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
一
八
〇
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
五
九
八
二
の
地
点

ケ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
一
一
四
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
四
一
八
一
の
地
点

コ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
四
八
一
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
三
一
八
四
の
地
点

サ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
〇
七
六
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
六
七
三
九
の
地
点

シ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
二
秒
〇
二
九
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
九
七
八
二
の
地
点

ス
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
一
秒
七
九
六
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
九
四
五
九
の
地
点

セ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
一
秒
六
八
六
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
六
七
七
五
の
地
点

ソ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
一
秒
二
七
八
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
六
一
〇
五
の
地
点

タ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
一
秒
〇
八
九
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
七
九
四
二
の
地
点

チ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
八
四
二
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
七
秒
九
六
六
七
の
地
点

ツ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
五
二
五
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
四
一
〇
六
の
地
点

テ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
〇
四
七
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
四
八
四
四
の
地
点
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ト
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
九
八
一
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
九
秒
〇
四
〇
〇
の
地
点

ナ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
〇
五
九
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
九
秒
二
三
八
六
の
地
点

ニ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
九
五
二
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
九
秒
五
六
九
二
の
地
点

ヌ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
九
八
七
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
〇
秒
〇
一
八
三
の
地
点

ネ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
七
五
八
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
〇
秒
五
五
九
一
の
地
点

ノ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
七
五
八
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
一
秒
二
四
六
四
の
地
点

ハ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
五
三
九
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
一
秒
八
二
四
七
の
地
点

ヒ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
八
二
二
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
二
秒
五
八
四
五
の
地
点

フ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
一
三
七
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
二
秒
七
九
一
五
の
地
点

ヘ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
三
七
一
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
〇
九
二
六
の
地
点

ホ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
三
五
七
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
二
八
六
五
の
地
点

マ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
二
一
八
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
五
三
五
六
の
地
点

ミ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
八
六
一
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
五
七
三
一
の
地
点

ム
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
九
秒
六
一
八
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
〇
七
五
三
の
地
点

メ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
八
二
五
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
一
二
五
七
の
地
点

モ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
七
五
六
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
五
一
四
九
の
地
点

ヤ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
三
八
七
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
三
秒
四
〇
一
三
の
地
点

ユ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
四
八
九
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
四
秒
二
一
三
五
の
地
点

ヨ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
五
三
〇
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
四
秒
四
七
二
九
の
地
点

ラ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
二
八
二
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
四
秒
七
七
一
一
の
地
点

リ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
二
二
四
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
五
秒
一
〇
六
六
の
地
点

ル
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
〇
八
八
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
五
秒
三
一
九
一
の
地
点

レ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
〇
五
一
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
五
秒
四
二
三
九
の
地
点

ロ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
二
八
九
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
五
秒
九
七
五
一
の
地
点

ワ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
三
二
二
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
六
秒
五
〇
二
二
の
地
点

ヲ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
一
八
三
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
六
秒
七
六
九
三
の
地
点

ン
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
九
五
六
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
七
秒
〇
七
九
一
の
地
点

�アア
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
六
八
七
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
七
秒
二
六
三
七
の
地
点

�アイ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
五
七
〇
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
七
秒
三
〇
七
四
の
地
点

�アウ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
三
六
八
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
七
秒
四
八
四
一
の
地
点

�アエ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
二
四
〇
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

　
　

四
七
秒
五
九
八
六
の
地
点

�アオ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
五
秒
九
五
九
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
八
秒
五
四
二
七
の
地
点

�アカ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
五
秒
八
九
一
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
八
秒
九
四
四
一
の
地
点

�アキ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
五
秒
九
〇
八
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
九
秒
四
五
九
六
の
地
点

�アク
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
五
秒
九
七
一
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
九
秒
六
七
五
五
の
地
点

�アケ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
〇
〇
九
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
九
秒
八
六
七
四
の
地
点

�アコ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
一
七
七
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
〇
秒
三
一
二
〇
の
地
点

�アサ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
四
九
六
七
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
〇
秒
八
三
九
〇
の
地
点

�アシ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
六
五
九
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
〇
秒
九
一
二
〇
の
地
点

�アス
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
八
四
八
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
一
秒
一
八
八
八
の
地
点

�アセ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
六
秒
八
三
五
六
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
一
秒
三
二
四
八
の
地
点

�アソ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
〇
三
九
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
一
秒
五
二
一
四
の
地
点

�アタ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
六
五
一
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
二
秒
三
四
四
八
の
地
点

�アチ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
七
秒
六
八
〇
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
二
秒
五
六
〇
五
の
地
点

�アツ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
一
五
五
九
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
三
秒
一
四
一
六
の
地
点

�アテ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
五
六
九
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
三
秒
〇
五
九
五
の
地
点

�アト
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
四
〇
〇
五
東
経
一
四
一
度
二
八
分

五
一
秒
九
三
八
六
の
地
点

�アナ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
〇
四
七
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
九
秒
二
九
七
九
の
地
点

�アニ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
一
八
二
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
八
秒
五
〇
三
八
の
地
点

�アヌ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
二
二
九
三
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
六
秒
九
九
八
四
の
地
点

�アネ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
三
八
秒
四
三
八
一
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
四
秒
八
二
〇
三
の
地
点

�アノ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
一
秒
三
五
一
四
東
経
一
四
一
度
二
八
分

四
四
秒
三
五
五
九
の
地
点

�アハ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
〇
秒
九
三
一
〇
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
九
秒
六
五
四
五
の
地
点

�アヒ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
四
秒
三
四
八
二
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
八
秒
〇
一
三
四
の
地
点

�アフ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
二
二
九
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
五
秒
六
〇
八
六
の
地
点

�アヘ
点�　

北
緯
三
八
度
三
八
分
四
三
秒
六
五
〇
八
東
経
一
四
一
度
二
八
分

三
四
秒
一
三
四
六
の
地
点

　

Ａ
、
ア
、
イ
、
ウ
、
エ
、
オ
、
カ
、
キ
、
ク
、
ケ
、
コ
、
サ
、
シ
、

ス
、
セ
、
ソ
、
タ
、
チ
、
ツ
、
テ
、
ト
、
ナ
、
ニ
、
ヌ
、
ネ
、
ノ
、
ハ
、

ヒ
、
フ
、
ヘ
、
ホ
、
マ
、
ミ
、
ム
、
メ
、
モ
、
ヤ
、
ユ
、
ヨ
、
ラ
、
リ
、

ル
、
レ
、
ロ
、
ワ
、
ヲ
、
ン
、
�アア
、
�アイ
、
�アウ
、
�アエ
、
�アオ
、
�アカ
、
�アキ
、
�アク
、

�アケ
、
�アコ
、
�アサ
、
�アシ
、
�アス
、
�アセ
、
�アソ
、
Ｂ
、
�アタ
、
�アチ
、
�アツ
、
�アテ
、
�アト
、
�アナ
、

�アニ
、
�アヌ
、
�アネ
、
�アノ
、
�アハ
、
�アヒ
、
�アフ
、
�アヘ
及
び
Ａ
の
各
点
を
順
次
結
ん
だ

線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

　

注
座
標
は
、
世
界
測
地
系
に
よ
る
。
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〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
七
号

　

河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
を
河
川
予
定
地

と
し
て
指
定
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
宮
城
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宮
城
県
仙
台
土
木
事
務
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

次
の
一
の
区
間
に
係
る
二
の
大
字
の
区
域
内
の
土
地
の
う
ち
、
別
紙
図
面
に
赤
色
で
着
色
し
た
部
分
の
区
域
内
の
土

地
（
河
川
区
域
内
の
土
地
を
除
く
。）（
図
面
省
略
）

一　

区
間

　

１　

川
内
沢
川

　
　
　

起
点　

左
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
中
ノ
沢
九
番
二
地
先

　
　
　
　
　
　

右
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
上
滝
ヶ
森
四
十
四
番
二
地
先

　
　
　

終
点　

左
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
西
南
沢
三
番
一
地
先

　
　
　
　
　
　

右
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
下
滝
ヶ
森
五
番
三
地
先

　

２　

杉
の
沢
川

　
　
　

起
点　

左
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
北
中
峯
十
二
番
二
地
先

　
　
　
　
　
　

右
岸　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
北
中
峯
十
三
番
地
先

　
　
　

終
点　

左
岸　

川
内
沢
川
へ
の
合
流
点

二　

大
字

　

�　

名
取
市
愛
島
笠
島
字
中
ノ
沢
、
西
南
沢
、
下
滝
ヶ
森
、
北
中
峯
、
鈴
ヶ
森
、
南
中
峯
、
中
滝
ヶ
森
及
び
上
滝
ヶ
森

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
八
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称

　
　
　

大
和
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道

二　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
八
十
九
号

　

大
和
町
か
ら
仙
塩
広
域
都
市
計
画
変
更
の
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法

律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
衆
の

縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類　

　
　
　

仙
塩
広
域
都
市
計
画
下
水
道

　

２　

名
称

　
　
　

道
下
都
市
下
水
路

　
　
　

松
坂
都
市
下
水
路

二　

都
市
計
画
の
変
更
の
種
別

　
　

廃
止

三　

縦
覧
場
所

　
　

宮
城
県
庁
（
土
木
部
都
市
計
画
課
）

〇
宮
城
県
告
示
第
二
百
九
十
号

　

登
米
吉
田
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
に
つ
い
て
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
認
可
し
た
。

　

な
お
、
こ
の
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
認
可
に
対
す
る
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
東
部
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

佐　
　

藤　
　
　
　
　

靖　
　
　

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
六
号

　

令
和
二
年
三
月
二
十
七
日
開
催
の
委
員
会
に
お
い
て
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八

十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
の
結
果
、
次
の
者
が
委
員
長
に
就
任
し
た
。

（5）　令和２年４月３日　金曜日 第92号宮　　城　　県　　公　　報



　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　

（
氏　
　
　

名
）　
　

（
生　

年　

月　

日
）　
　
　
　
　
　

（
住　
　
　
　
　

所
）

　
　

皆　

川　

章
太
郎　
　

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
三
日　
　
　

加
美
郡
加
美
町
字
赤
塚
二
一
二
番
地
五

〇
宮
選
管
告
示
第
三
十
七
号

　

次
の
者
を
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
八
十
七
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
宮
城
県
選
挙

管
理
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者
に
指
定
し
た
。

　
　

令
和
二
年
四
月
三
日

�

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

委 

員 

長　
　

皆　
　

川　
　

章 

太 

郎　
　
　

　
　

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　

委　

員　
　

小　

野　

純
一
郎

公
安
委
員
会

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
４９号

　
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
23年

法
律
第
122号

）
第
38条

第
１
項
、
少
年

指
導
委
員
規
則
（
昭
和
60年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
第
２
条
及
び
少
年
指
導
委
員
運
営
規
程
（
昭
和
60年
宮

城
県
公
安
委
員
会
規
程
第
１
号
）
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
少
年
指
導
委
員
を
令
和
２
年
４
月
１
日
付
け
で
、
次
の
と
お

り
委
嘱
し
た
。

　
な
お
、
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
（
平
成
30年

宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
44号
）、
少
年
指
導
委
員
の
委
嘱
（
平
成

31年
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
34号
）
は
廃
止
す
る
。

　
　
令
和
２
年
４
月
３
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

活
　
動
　
区
　
域

少
年
指
導
委
員
の
氏
名
及
び
住
所

警
察
署
の
名
称
、
位
置

及
び
管
轄
区
域
に
関
す

る
条
例
（
昭
和
29年
宮

城
県
条
例
第
32号
。
以

下
「
条
例
」
と
い
う
。）

竹
　
田
　
英
　
子
仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
７
番
14－
601号

小
　
屋
　
広
　
和
仙
台
市
泉
区
西
中
山
一
丁
目
16番
12号

伊
　
藤
　
博
　
司
仙
台
市
青
葉
区
梅
田
町
１
番
58号

別
表
に
規
定
す
る
宮
城

県
仙
台
中
央
警
察
署
の

管
轄
区
域

田
　
中
　
耕
　
一
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
１
番
45－
209号

阿
　
部
　
馨
一
郎
仙
台
市
泉
区
寺
岡
二
丁
目
９
番
地
の
９

眞
　
砂
　
俊
　
雄
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
一
丁
目
１
番
45－
418号

神
　
永
　
久
次
郎
仙
台
市
青
葉
区
落
合
三
丁
目
10番
８
号

東
　
郷
　
範
　
子
仙
台
市
青
葉
区
片
平
一
丁
目
４
番
10－
703号

菊
　
地
　
厚
　
子
仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
19番
15号

松
　
本
　
佐
喜
代
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
二
丁
目
４
番
５
－
901号

遠
　
藤
　
公
　
子
仙
台
市
青
葉
区
立
町
16番
22－
1103号

三
　
上
　
真
理
子
仙
台
市
青
葉
区
土
樋
一
丁
目
７
番
14－
501号

黒
　
澤
　
　
　
彰
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
二
丁
目
４
番
５
－
304号

佐
　
野
　
　
　
覚
仙
台
市
青
葉
区
立
町
16番
14号

安
　
住
　
浩
　
一
仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
一
丁
目
７
番
11号

三
　
原
　
美
　
樹
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
５
番
２
号

兵
　
庫
　
千
　
枝
仙
台
市
青
葉
区
立
町
16番
27号

三
　
浦
　
志
津
子
仙
台
市
青
葉
区
川
内
澱
橋
通
12番
地
の
24

林
　
　
　
守
　
俊
仙
台
市
青
葉
区
中
央
二
丁
目
６
番
６
号

佐
　
藤
　
英
　
樹
黒
川
郡
大
和
町
も
み
じ
が
丘
一
丁
目
６
番
地
の
３

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
南
警
察
署

の
管
轄
区
域

沼
　
田
　
惠
美
子
仙
台
市
太
白
区
茂
庭
字
梨
野
西
22番
地
の
３

西
　
村
　
由
起
子
仙
台
市
太
白
区
郡
山
六
丁
目
３
番
５
－
７
号

後
　
藤
　
て
る
み
仙
台
市
太
白
区
柳
生
五
丁
目
12番
地
の
６
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伊
　
藤
　
正
　
之
仙
台
市
太
白
区
西
中
田
七
丁
目
３
番
16号

斎
　
藤
　
葉
　
子
仙
台
市
太
白
区
向
山
一
丁
目
15番
７
号

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
北
警
察
署

の
管
轄
区
域

中
　
鉢
　
敦
　
子
仙
台
市
青
葉
区
吉
成
台
一
丁
目
８
番
17号

佐
　
藤
　
み
よ
子
仙
台
市
青
葉
区
芋
沢
字
宅
地
57番
地

寺
　
下
　
昌
　
子
仙
台
市
青
葉
区
吉
成
一
丁
目
１
番
６
号

横
　
山
　
里
江
子
仙
台
市
青
葉
区
栗
生
二
丁
目
５
番
地
の
18

井
　
坂
　
和
　
美
仙
台
市
青
葉
区
木
町
通
一
丁
目
１
番
32号

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
仙
台
東
警
察
署

の
管
轄
区
域

米
　
倉
　
啓
　
子
仙
台
市
宮
城
野
区
福
田
町
一
丁
目
12番
14号

大
　
津
　
優
　
子
仙
台
市
宮
城
野
区
小
田
原
一
丁
目
７
番
20号

小
　
野
　
雅
　
司
仙
台
市
宮
城
野
区
原
町
二
丁
目
５
番
52号

山
　
口
　
辰
　
己
仙
台
市
宮
城
野
区
平
成
二
丁
目
18番
37号

森
　
　
　
義
　
道
仙
台
市
宮
城
野
区
苦
竹
一
丁
目
12番
30号

菅
　
野
　
澄
　
枝
仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
字
若
宮
前
62番
地
の
３

安
　
達
　
直
　
美
仙
台
市
宮
城
野
区
岩
切
二
丁
目
２
番
45号

小
　
岩
　
　
　
史
仙
台
市
宮
城
野
区
白
鳥
一
丁
目
21番
10号

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
泉
警
察
署
の
管

轄
区
域

髙
　
橋
　
　
　
司
仙
台
市
泉
区
松
森
字
明
神
１
番
地
の
８

棟
　
方
　
ふ
よ
子
仙
台
市
泉
区
松
陵
四
丁
目
７
番
地
の
５

髙
　
橋
　
美
喜
子
仙
台
市
泉
区
黒
松
一
丁
目
21番
18号

阿
　
部
　
裕
　
子
仙
台
市
泉
区
泉
ケ
丘
一
丁
目
20番
２
号

上
　
村
　
寿
　
子
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
一
丁
目
９
番
10号

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
林
警
察
署
の

管
轄
区
域

相
　
澤
　
雅
　
子
仙
台
市
若
林
区
一
本
杉
町
26番
35号

熊
　
谷
　
元
　
和
仙
台
市
若
林
区
河
原
町
一
丁
目
３
番
22号

田
　
口
　
厚
　
子
仙
台
市
若
林
区
一
本
杉
町
22番
19号

河
　
野
　
敬
　
子
仙
台
市
若
林
区
荒
井
字
四
ツ
谷
東
50番
地

黒
　
須
　
践
　
治
仙
台
市
若
林
区
河
原
町
一
丁
目
３
番
17号
Ｍ
Ｍ
ビ
ル
402

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
塩
釜
警
察
署
の

管
轄
区
域

斎
　
藤
　
晴
　
美
多
賀
城
市
伝
上
山
三
丁
目
16番
22号

佐
　
藤
　
眞
紀
子
塩
竈
市
青
葉
ケ
丘
５
番
６
号

阿
　
部
　
礼
　
子
多
賀
城
市
町
前
三
丁
目
３
番
５
号

阿
　
部
　
健
　
一
宮
城
郡
利
府
町
菅
谷
字
産
野
原
16番
地

佐
　
藤
　
美
代
子
宮
城
郡
七
ヶ
浜
町
東
宮
浜
字
要
害
14番
地

宮
　
本
　
　
　
茂
宮
城
郡
松
島
町
幡
谷
字
鹿
渡
51番
地
の
１

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
岩
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域
�

今
　
野
　
忠
　
義
名
取
市
相
互
台
二
丁
目
13番
地
の
７

渡
　
邉
　
美
恵
子
岩
沼
市
下
野
郷
字
舘
外
265番

地

髙
　
橋
　
久
美
子
名
取
市
本
郷
字
大
門
120番

地

猪
　
股
　
俊
　
郎
岩
沼
市
南
長
谷
字
橇
４
番
地

丹
　
野
　
健
　
一
名
取
市
牛
野
字
柿
沼
354番

地
の
２

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
和
警
察
署
の

管
轄
区
域

髙
　
橋
　
壽
　
昭
黒
川
郡
大
和
町
吉
岡
南
一
丁
目
35番
地
の
５

堀
　
籠
　
直
　
子
富
谷
市
志
戸
田
字
野
田
31番
地
４

熊
　
谷
　
大
　
輔
富
谷
市
富
ケ
丘
一
丁
目
22番
８
号
サ
ン
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
南
富
ケ
丘

Ｆ
棟
202
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条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
石
巻
警
察
署
の

管
轄
区
域
�

八
　
木
　
和
　
広
石
巻
市
広
渕
字
窪
田
35番
地

酒
　
井
　
恒
　
雄
石
巻
市
恵
み
野
二
丁
目
10番
地
23

髙
　
橋
　
寿
　
也
石
巻
市
蛇
田
字
西
境
谷
地
17番
地

吉
　
田
　
和
　
夫
石
巻
市
蛇
田
字
埣
寺
12番
地

岡
　
部
　
栄
　
二
石
巻
市
塩
富
町
二
丁
目
２
番
20－
２
号

津
　
田
　
由
　
紀
東
松
島
市
あ
お
い
三
丁
目
１
番
地
８
市
営
あ
お
い
住
宅
12－

８

千
　
葉
　
敦
　
司
石
巻
市
南
中
里
三
丁
目
10番
３
号

真
　
籠
　
裕
　
子
東
松
島
市
大
塩
字
鳥
ノ
巣
117番

地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
気
仙
沼
警
察
署

の
管
轄
区
域

藤
　
原
　
　
　
智
気
仙
沼
市
唐
桑
町
中
113番

地
１

鈴
　
木
　
政
　
恵
気
仙
沼
市
岩
月
宝
ヶ
沢
230番

地
５

藤
　
田
　
純
　
一
気
仙
沼
市
長
磯
原
の
沢
５
番
地
６

村
　
上
　
美
　
香
気
仙
沼
市
魚
町
一
丁
目
４
番
１
号
市
営
魚
町
入
沢
住
宅
１
－

302

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
佐
沼
警
察
署
の

管
轄
区
域
�

春
　
日
　
と
み
子
登
米
市
中
田
町
浅
水
字
下
川
面
10番
地

門
　
脇
　
昭
　
雄
登
米
市
迫
町
森
字
吐
出
521番

地

荻
　
原
　
美
　
貴
登
米
市
米
山
町
西
野
字
新
町
108番

地
１

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
登
米
警
察
署
の

管
轄
区
域

尾
　
形
　
勝
　
徳
登
米
市
登
米
町
寺
池
前
舟
橋
90番
地

猪
　
股
　
敏
　
彦
登
米
市
東
和
町
錦
織
北
浅
草
331番

地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
河
北
警
察
署
の

管
轄
区
域

今
　
野
　
千
代
以
石
巻
市
北
上
町
女
川
字
蔵
和
田
45番
地

山
　
﨑
　
佳
　
彦
石
巻
市
飯
野
字
宮
下
南
117番

地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
南
三
陸
警
察
署

の
管
轄
区
域

佐
　
野
　
た
つ
子
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
廻
館
15番
地
74

髙
　
橋
　
敏
　
昭
本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
北
の
又
７
番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
古
川
警
察
署
の

管
轄
区
域

遠
　
山
　
　
　
昇
大
崎
市
鹿
島
台
木
間
塚
字
阿
久
戸
１
番
地

鈴
　
木
　
和
　
江
大
崎
市
古
川
馬
櫛
字
不
動
２
番
地

遠
　
藤
　
篤
　
勇
大
崎
市
田
尻
大
嶺
字
百
塚
18番
地

中
　
條
　
　
　
隆
大
崎
市
古
川
字
大
奥
防
56番
地

早
　
坂
　
み
よ
子
大
崎
市
古
川
駅
南
一
丁
目
19番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
遠
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

本
　
間
　
良
太
郎
遠
田
郡
美
里
町
牛
飼
字
八
幡
72番
地

髙
　
橋
　
一
　
夫
遠
田
郡
涌
谷
町
下
郡
字
竹
の
花
14番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
若
柳
警
察
署
の

管
轄
区
域

荘
　
司
　
大
　
功
栗
原
市
若
柳
字
川
南
町
浦
96番
地

伊
　
藤
　
庸
　
一
栗
原
市
栗
駒
沼
倉
法
華
堂
70番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
築
館
警
察
署
の

管
轄
区
域

加
　
藤
　
富
士
子
栗
原
市
築
館
字
城
生
野
大
堀
64番
地

柴
　
田
　
靖
　
之
栗
原
市
築
館
字
久
伝
32番
地
９
県
営
住
宅
１
－
103号

室

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
鳴
子
警
察
署
の

管
轄
区
域

髙
　
橋
　
陽
　
子
大
崎
市
鳴
子
温
泉
鬼
首
字
上
蟹
沢
18番
地
１

小
　
野
　
弘
　
美
大
崎
市
岩
出
山
上
野
目
字
要
害
４
番
地
２

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
加
美
警
察
署
の

管
轄
区
域

早
　
坂
　
宣
　
治
加
美
郡
加
美
町
谷
地
森
字
鴨
屋
敷
７
番
地

石
　
山
　
健
治
郎
加
美
郡
加
美
町
字
中
嶋
中
里
南
70番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
大
河
原
警
察
署

の
管
轄
区
域

石
　
井
　
利
　
江
柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前
川
字
松
葉
森
山
12番
地
６

丹
　
羽
　
宜
　
博
柴
田
郡
大
河
原
町
字
町
254番

地

平
　
間
　
幸
　
弘
柴
田
郡
柴
田
町
大
字
上
川
名
字
舘
山
89番
地
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条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
白
石
警
察
署
の

管
轄
区
域

佐
　
藤
　
文
比
古
白
石
市
益
岡
町
１
番
17号

半
　
澤
　
洋
　
子
白
石
市
大
平
中
目
字
威
徳
寺
前
１
番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
角
田
警
察
署
の

管
轄
区
域

氏
　
家
　
清
　
裕
角
田
市
尾
山
字
横
町
49番
地

山
　
懸
　
み
や
子
角
田
市
尾
山
字
山
入
74番
地

条
例
別
表
に
規
定
す
る

宮
城
県
亘
理
警
察
署
の

管
轄
区
域

玉
　
田
　
俊
　
一
亘
理
郡
亘
理
町
長
瀞
字
長
井
戸
41番
地

齋
　
藤
　
朱
　
実
亘
理
郡
山
元
町
山
寺
字
町
下
199番

地
10
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